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第１節  計画の基本的な考え方 
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１ 計画策定の背景・目的 

 

子ども・子育て支援事業計画は、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業について、現在の利用状況や今後の利用希望などを踏まえた「量の見込み」、「提

供体制の確保の内容」及び「実施時期」等を定める計画です。子ども・子育て支援法

では、区市町村に対し、５年を１期とした子ども・子育て支援事業計画を策定するこ

とを義務づけています。 

 区は、子育てサービスの計画的な整備を進めるとともに、子どもと子育て家庭に関

する様々な課題に対応するため、平成２７年３月に「中野区子ども・子育て支援事業

計画」、令和２年３月に「中野区子ども・子育て支援事業計画（第２期）」を策定しま

した。 

その後、出生数の減少や保育施設における待機児童の解消など、保育需要に変化が

見られたため、令和５年３月に直近の実績値等をもとに、計画値の見直しを行い、「中

野区子ども総合計画」に包含される形で、令和５・６年度を計画期間とする「中野区

子ども・子育て支援事業計画（第２期）中間の見直し」を策定し、計画に基づいて施

設の整備やサービスの提供を行ってきました。 

令和４年６月に、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯

がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、児童福祉法が改正され、家庭

支援事業が新設されました。また、令和６年６月に、子ども・子育て支援法などが改

正され、こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業、乳児等のための支援給付）の

創設や、産後ケア事業が地域子ども・子育て支援事業へ位置付けられることなどが盛

り込まれました。 

また、少子化、核家族化、保護者の就労状況の多様化など、社会状況等が大きく変

化する中、子どもと子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化しています。また、令和

５年５月に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「５類感染症」に

変更となり、様々な活動が徐々に再開されてきました。 

令和６年３月には、新たな計画策定に向けて、子ども・子育てアンケート調査を実

施し、保護者の就労状況や保育サービスの利用意向などについて分析しました。 

このような背景を踏まえ、「子ども・子育て支援事業計画（第３期）」を策定しまし

た。全ての子どもと子育て家庭への支援充実を目指し、需要に応じたサービス提供体

制を確保していきます。 
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２ 計画の位置づけ・他の計画との関連 

 

（１）計画の位置付け 

 この計画は、令和５年３月に策定した「中野区子ども総合計画」の第４章「子ども・

子育て支援事業計画（第２期）中間の見直し」について、子ども・子育て支援法に基

づく基本方針を踏まえ、改定するものです。 

 なお、中野区子ども総合計画は、中野区基本構想及び中野区基本計画に基づく子ど

もに関する個別計画であるとともに、子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育

て支援事業計画」をはじめ、５つの法定計画を包含する総合的な計画です。 

 

（２）他の計画との関連 
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３ 計画期間・計画の対象 

 

（１）計画期間 

 計画期間は、子ども・子育て支援法に基づく基本指針に定める計画期間である 

令和７年度（２０２５年度）から令和１１年度（２０２９年度）までの５年間とし

ます。 

 

（２）計画の対象 

 本計画の対象は、子ども（０歳から概ね１８歳まで）及びその家族とします。 

 

４ 調査の実施 

 
本計画の策定に先立ち、保育施設や幼稚園、子育てサ

ービス等の利用状況、利用希望等について把握し、計画

の基礎資料とするため、子ども・子育てアンケート調査

を実施しました。調査の概要は以下のとおりです。 

（１）調査対象 

 令和５年９月１日現在の年齢が０～５歳の乳幼児の

保護者及び就学児童（小学校１年生～６年生）の保護

者 

 

（２）調査期間 

 令和５年９月２０日～１０月２０日 

 

（３）調査対象者数・有効回収数・有効回収率 

調査名 乳幼児調査 就学児童調査 

調査対象者数 6,026 票 6,050 票 

有効回収数 2,168 票 1,997 票 

有効回収率 36.0％ 33.0％ 

 

（４）調査内容 

 父母の就労状況、保育サービスの利用実績、利用意向等について 

アンケートの調査結果 

について、詳しくは上図の 

QRコードをお読み取りく 

ださい 
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第２節  子どもと子育て家庭を取り巻く状況 
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１ 子ども・子育てをめぐる動き 

（１）国の動向 

①  こども基本法の成立・こども家庭庁の創設 

 これまで日本には、子どもを権利の主体として位置づけ、その権利を包括的に保障

する基本法が存在しませんでしたが、令和４年６月にこども基本法が成立し、令和５

年４月に施行されました。同法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約に則り、

子ども施策を総合的に推進することを目的としています。 

 また、令和４年６月に、こども家庭庁設置法がこども基本法と同時に成立し、令和

５年４月に法が施行され、内閣総理大臣の直属の機関として、内閣府の外局にこども

家庭庁が設置されました。子ども施策に関し他省に属しない事務を担い、各省庁の間

で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策課題に取り組ん

でいます。また、これまで別々に担われてきた司令塔機能がこども家庭庁に一本化さ

れました。 

 

②  こども大綱の閣議決定 

 これまで別々に作成・推進されてきた、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成

支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく３つの子どもに関す

る大綱を一つに束ね、子ども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定め

た、こども大綱が令和５年１２月２２日に閣議決定されました。同大綱は、全ての子

ども・若者が身体的・精神的・社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送

ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。 

 

③  児童福祉法の改正（令和４年６月） 

 児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に

顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制

強化等を行うため、令和４年６月に児童福祉法が改正されました。同法では、区市町

村が、地域子ども・子育て支援事業において、子育て家庭への訪問による生活の支援、

学校や家以外の子どもの居場所支援、親子関係の構築に向けた支援を実施することな

どが盛り込まれており、今後さらに子どもと子育て家庭への支援を充実していく必要

があります。 
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④  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の成立 

 子ども・子育て支援に関する施策を抜本的に強化するため、令和６年２月１６日に

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、令和６年６月

５日の参議院本会議で可決・成立しました。本改正は、こども未来戦略の「加速化プ

ラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに

係る経済的支援の強化、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・

共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、子ども・子育て政

策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設

し、児童手当に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設することなどが盛り込

まれています。 

 

（２）区の動向 

 

① 中野区子どもの権利に関する条例の制定 

 区は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりの推進を図るため、令

和４年３月に「中野区子どもの権利に関する条例」を制定しました。条例には、子ど

もの権利の保障の基本理念、区、区民、事業者等の役割、場面ごとに特に保障される

べき権利や子どもにやさしいまちづくりを推進するための取組、子どもの権利の相談

及び侵害からの救済の仕組み等を定めています。 

 また、条例に基づいた子どもの権利侵害からの速やかな救済と子どもの権利の保障

を図るための機関として、令和４年９月に子ども相談室を開設しました。 

 

② 中野区子ども総合計画の策定 

 区は、中野区基本構想及び中野区基本計画との整合性を図るとともに、子どもの貧

困対策、若者支援、子どもの権利保障の推進など、新たな課題に対応するため、令和

５年３月に「中野区子ども総合計画」を策定しました。本計画は、中野区基本構想及

び中野区基本計画に基づく子どもに関する個別計画であるとともに、子どもに関する

５つの法定計画を包含する総合的な計画です。なお、こども基本法第１０条の「市町

村こども計画」に相当するものとして策定しています。 

 

③ 中野区児童相談所の設置 

 平成２８年５月に児童福祉法が改正され、児童が適切な養育を受け、すこやかな成

長・発達や自立等を保障される等の権利を有することが明確化されるとともに、児童

虐待発生時の迅速・的確な対応を図るため、特別区が児童相談所を設置することが可

能となりました。これを受け、区は令和４年４月に中野区児童相談所を設置しました。
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これまで児童虐待への対応は、区の子ども家庭支援センターと東京都児童相談所が連

携して行っていましたが、中野区児童相談所設置後は、区において一貫して対応がで

きるようになりました。 

 また、児童相談所の設置に伴い、児童福祉審議会の設置に関する事務や里親の認定

に関する事務等が東京都から移管されました。 

 

④  中野区子ども・若者支援センターの開設 

 区は、令和３年１１月に中野区子ども・若者支援センターを開設しました。子ども・

若者支援センターの中に児童相談所を開設し、同建物内に移転した教育センターと連

携しながら、家庭環境や児童虐待に関する相談、教育上の悩みや不登校に関する相談

を受け付けているほか、３９歳までの若者とその家族の相談、発達に課題や障害のあ

る子どもに関する就学相談を行っています。 

 また、若者相談事業として、義務教育終了後から３９歳までの若者が、進学や就職

などの進路について気軽に話したり、ゆっくり過ごせる居場所として「若者フリース

ペース」を設けています。 
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２ 中野区の状況 

（１）中野区の人口等の推移 

① 区の人口と世帯数の推移 

区の人口は、平成７年に３０６，５８１人まで減少しましたが、以降増加傾向とな

り、令和２年には３４４，８８０人となっています。 

世帯数については、平成７年までほぼ横ばいで推移していましたが、以降増加傾向

に転じ、令和２年には２０８，０９３世帯となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：国勢調査】 
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② 区の世帯類型の推移 

区の単独世帯の数は、昭和６０年に７３，５９９世帯でしたが、令和２年には１２

９，６４９世帯まで増加し、一般世帯に占める割合は６２．４％となっています。核

家族世帯の数は、昭和６０年以降ほぼ横ばいで推移していましたが、一般世帯に占め

る割合は昭和６０年の４３．２％から令和２年の３３．７％と減少傾向にあります。

また、６歳未満の親族がいる世帯は、平成２２年まで減少傾向でしたが、平成２７年

以降増加に転じています。 

 

 

【注】 

○世帯の種類には、「一般世帯」と「施設等の世帯」があります。一般世帯とは、①住居と生計を共にして 

いる人々の集まりまたは一戸を構えている単身者、②前述の①の世帯と住居を共にし、別に生計を 

維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者、③会社・団体・商店・官公庁な 

どの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者をいいます。また、施設等の世帯とは、寮・寄宿舎の 

学生・生徒、病院・療養所の入院者、社会施設の入所者、自衛隊の営舎内居住者、矯正施設の入所者 

などをいいます。 

○世帯の家族類型については、一般世帯をその世帯員の世帯主との続柄により、「親族世帯」「非親族世

帯」「単独世帯」に区分してあります。親族世帯とは、2 人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と

親族関係にある世帯員のいる世帯です。非親族世帯とは、2 人以上の世帯員から成る世帯のうち、世

帯主と親族関係にある世帯員がいない世帯です。単独世帯とは、世帯人員が一人の世帯です。なお、核

家族世帯とは、親族世帯のうち、①夫婦のみの世帯②夫婦と子どもからなる世帯③男親と子どもから

なる世帯④女親と子どもからなる世帯をいいます。 

66,212 64,084 63,356 63,700 63,837 63,753 66,468 70,052 

73,599 
71,150 

78,503 
91,795 

98,617 110,807 121,396 

129,649 
13,620 

11,604 10,550 
10,313 

10,053 
9,554 

8,167 
8,196 

13,515 

10,626 

8,770 8,751 8,559 
7,084 

9,930 
10,633 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

昭和60年 平成2年 7年 12年 17年 22年 27年 令和2年

核家族世帯 単独世帯

核家族世帯以外の親族世帯、及び非親族世帯 6歳未満の親族がいる世帯

（世帯）
（6歳未満の親族がいる世帯）

区の世帯類型の推移 

【出典：国勢調査】 
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③ 区の年齢３区分別の人口の推移 

区における令和６年の年齢３区分別の人口をみると、年少人口（０歳から１４歳）

及び生産年齢人口（１５歳から６４歳）が区全体の人口の８割を占めています。また、

年少人口は増加傾向にあり、令和３年には３０，０００人を超えましたが、その後は

横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

区の年齢３区分別の人口の推移 

【出典：中野区統計書】 
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（人）

基準日：各年 1 月 1 日 



12 

 

④ 区の子ども人口の将来推計 

区における令和７年から令和１１年までの１８歳未満の子どもの人口の推移をみ

ると減少傾向にあります。令和１０年には子どもの人口は３５，０００人を下回って

おり、特に０～５歳児人口については、年々減少傾向になると推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年４月１日の住民基本台帳を基準として、コーホート変化率法により推計しました。推計

にあたっては、市街地再開発事業による影響や過去の実績等に基づきながら、一定の補正を加

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

区の子ども人口の将来推計 

【出典：子ども教育部統計】 
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（２）出生・出産の現状 

① 区の出生数と合計特殊出生率 

区における出生数と合計特殊出生率は、平成２８年まで増加傾向でしたが、その後

減少に転じています。令和２年に出生数、合計特殊出生率ともに若干増加しましたが、

それ以降再び減少し、令和５年は大幅な減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合計特殊出生率…１５歳から４９歳の女性の年齢別出生率の合計。１人の女性が、仮にその年齢別

出生率で一生の間に子どもを産むとした場合の子どもの数を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区における出生数と合計特殊出生率の推移 

【出典：健康福祉部統計】 
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② 区の人口及び女性人口（１５歳から４９歳）の割合の推移 

区の人口は令和３年から令和４年までの間、一時減少に転じていますが、増加傾向

にあり、令和６年には３３７，３７７人まで増加しています。 

一方で、１５歳から４９歳の女性人口の割合は減少傾向にあり、令和６年には 

２４.５％に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区の人口と女性人口（１５歳から４９歳）の割合の推移 

【出典：住民基本台帳】 

325,460 
328,683 

331,658 335,234 334,632 332,017 333,593 
337,377 

25.4 25.3 25.3 25.3 25.0 24.6 24.5 24.5 

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

35.0

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

平成29年 30年 31年 令和2年 3年 4年 5年 6年

住民基本台帳人口 15歳～49歳女性人口の比率
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基準日は各年1月1日
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③ 子ども女性比の推移 

 子ども女性比は、東京都全域でみると平成３１年までほぼ横ばいで推移していまし

たが、それ以降は減少傾向となっています。区においても令和４年まで横ばいでした

が、それ以降は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※子ども女性比…１５歳から４９歳の女性人口に占める０歳から４歳の人口の割合 

 

  

 

 

 

 

 

東京都及び近隣区の子ども女性比の推移 

【出典：東京都及び近隣区ホームページ】 

平成30年 31年 令和2年 3年 4年 5年 6年

中野区 0.138 0.138 0.136 0.136 0.135 0.129 0.124

杉並区 0.148 0.149 0.149 0.150 0.147 0.143 0.137

豊島区 0.131 0.130 0.131 0.131 0.129 0.125 0.119

板橋区 0.165 0.162 0.156 0.152 0.145 0.138 0.13

練馬区 0.172 0.170 0.167 0.164 0.160 0.157 0.153

区部 0.169 0.168 0.165 0.162 0.158 0.157 0.151

都内 0.173 0.172 0.169 0.166 0.162 0.160 0.155
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0.130

0.140
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0.180

基準日：各年 1 月 1 日 
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④ 平均初婚年齢の推移  

厚生労働省が実施した「人口動態調査」によると、平均初婚年齢は、平成１８年か

ら平成２８年までの１０年間で、全国、東京都ともに１歳以上高くなりましたが、そ

の後はほぼ横ばいで推移しています。 

東京都は全国に比べ、初婚年齢が高い傾向にあります。 
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初婚年齢（男性：東京都） 初婚年齢（男性：全国）

初婚年齢（女性：東京都） 初婚年齢（女性：全国）

（年齢）

全国及び東京都の平均初婚年齢の推移 

【出典：人口動態調査】 
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⑤ 区における母親の年齢別出産状況の推移 

区における母親の年齢別出産状況をみると、３０歳から３４歳で子どもを産む女性

が最も多く、３５歳から３９歳が２番目に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区の母親の年齢別出産状況の推移 

【出典：健康福祉部統計】 
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（３）保育所、学童クラブの状況 

① 区の未就学児の人口の推移 

区における０歳児から５歳児までの人口は、平成２７年から令和２年までの間に、 

約５００人増加していますが、その後横ばいとなり、令和４年以降減少しています。 
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【出典：住民基本台帳】 
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② 幼稚園、保育施設の利用状況の推移 

区の３歳児から５歳児人口は令和３年までほぼ横ばいで推移していましたが、令和

４年以降減少傾向となっています。幼稚園利用者においても年々減少しています。 

 

 

 区の０歳児人口と保育施設利用者は令和４年に増加となりましたが、近年はおおむ

ね減少傾向にあります。令和３年以降の待機児童数はゼロとなっています。 

 

 

 

 

 

 

０歳児の保育施設※の利用者の推移 

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】 
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待機児童数（人）

※保育施設には、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、認証保育所、企業主導型保育事業

が含まれます。 

区内在住の幼稚園利用者の推移（区外利用も含む） 

6,551 6,568 
6,406 6,255 6,014 

2,887 
2,697 2,470 2,333 2,055 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

令和2年 3年 4年 5年 6年

3～5歳児人口 幼稚園利用者

（人）

基準日：人口は各年4月1日、利用者は各年5月1日

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】 
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近年、区の１、２歳児人口は減少傾向にありますが、保育施設利用者は増加傾向と

なっています。令和４年以降の待機児童数はゼロとなっています。 

   

 

 

区の３歳児から５歳児人口は令和４年以降減少傾向にありますが、近年保育施設利

用者は増加傾向となっています。令和３年以降の待機児童数はゼロとなっています。 

 

 

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】 

 

 

 

人口（人） 

３～５歳児の保育施設※の利用者の推移 
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【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】 

 

 

 

待機児童数（人） （人） 

待機児童数（人） 
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③ 区の７歳から１５歳までの人口と児童数・生徒数の推移 

区の７歳から１２歳までの人口は、増加を続けています。１３歳から１５歳までの

人口は、ほぼ横ばいとなっていましたが、近年は増加傾向にあります。 

区立小・中学校の児童数・生徒数ともに増加し続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】 

 

 

 

区の７歳から１５歳までの人口と区立小・中学校の児童数・生徒数の推移 

【出典：住民基本台帳及び教育委員会事務局統計】 
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④ 区の学童クラブの利用児童数と待機児童数の状況 

区の７歳から９歳までの人口が増加しているとともに、学童クラブの利用児童数も

増加傾向にあります。令和３年に１９０人だった待機児童数は、令和５年に８３人ま

で減少し、令和６年には８人となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区の学童クラブの利用児童数と待機児童数の推移 

【出典：住民基本台帳及び子ども教育部統計】 
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※令和４年度から、東京都の待機児童の算出方法に基づき、校区内に利用できる学童クラブがあるが第一希望でな

い等の理由で利用しない人数は、待機児童に含めていない。 
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⑤ 区における女性の就業状況 

区における２５歳から３９歳までの女性の就業状況を５歳ごとの年代別にみると、

主に仕事をしている女性の数が、令和２年は平成２７年と比べていずれの年代も増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口（人） 

区における女性の就業状況 

【出典：国勢調査】 
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⑥  区における共働き世帯の割合 

 令和５年度に実施した「中野区子ども・子育てアンケート調査」によると、区の共

働き世帯の割合は、乳幼児の保護者で７６.６％、就学児の保護者で７３.２％であり、

ともに７割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：中野区子ども・子育てアンケート調査（令和５年度）】 
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⑦ 東京都における育児休業取得者の有無 

 東京都内全域の従業員規模３０人以上の事業所及び当該事業所の従業員を対象に

実施した、東京都の「企業における男女雇用管理に関する調査」によると、令和４年

度に育児休業を取得した男性は１，２１２人（３８．９％）、女性は１，３９０人 

（９２．９％）でした。女性の育児休業取得率は高い水準で推移している一方、男性

は近年上昇傾向にありますが、依然として低い水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※産後パパ育休（出生時育児休業）…産後８週間以内に４週間（28日）を限度として

２回に分けて取得できる休業で、１歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。

男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期（子の出生後

８週間以内）に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。 

 

 

 

 

【出典：企業における男女雇用管理に関する調査】 

東京都における育児休業取得者の有無（令和４年度） 
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（４）区における児童虐待の状況 

① 中野区児童相談所における相談件数の推移 

区では、中野区子ども・若者支援センターと、令和４年４月１日に開設された中野

区児童相談所において、１８歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談に対し、

必要な助言・指導など子育ての総合的な支援の実施や、児童虐待に対する対応をして

います。 

令和５年度に中野区児童相談所で受け付けた相談件数は１，５００件を超え、相談

件数のうち大きな割合を占めるのが児童虐待相談で、令和５年度は約６４％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

児童相談所相談件数の推移 

【出典：子ども教育部統計】 
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② 中野区児童相談所における虐待対応件数の推移 

中野区児童相談所における虐待対応件数（新規・継続・指導の件数）は、令和４年

度から令和５年度にかけて約１５０件増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童相談所虐待対応件数の推移 

【出典：子ども教育部統計】 
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（５）特別な支援を必要とする子どもの状況 

① 区の未就学児発達支援対象者件数 

未就学児のうち、発達に課題や障害があり、児童発達支援事業の対象となった子ど

もの数は年々増加しています。令和３年度は、区立施設において児童福祉法に基づく

「保育所等訪問支援」を開始したこともあり、大幅に増加しました。その後、年々増

加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 区内学童クラブにおける特別な支援を必要とする子どもの在籍数 

 区内学童クラブにおける特別な支援を必要とする子どもは、令和３年度以降減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区の未就学児発達支援対象者数の推移 

 

【出典：子ども教育部統計】 

区内学童クラブにおける特別な支援が必要な児童受入数の推移 

必要な児童受入数の推移 
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（６）子どもが放課後に過ごす場所の状況 

令和６年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」によると、小学生

が平日の放課後に毎日過ごす場所は、自分の家が最も多く４５．７％となっており、

週に３日から４日過ごす場所は、塾や習い事が最も多く３１．８％となっています。 

中学生についても、毎日過ごす場所は自分の家が最も多く４６．９％で、週に３日

から４日過ごす場所は、学校（部活動など）で３４．４％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日の放課後に過ごす場所（小学生） 

必要な児童受入数の推移 
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毎日 週に3～4日 週に1～2日 そこまでは全く過ごさない 無回答

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和６年度）】 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日の放課後に過ごす場所（中学生） 

【出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査（令和６年度）】 
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第３節  需要見込みと確保方策 
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１ 教育・保育施設の現状と利用状況 
 

◆区内の幼稚園の数・定員 

（令和６年４月１日現在） 

 

◆区内の保育施設の数・定員 

  （令和６年４月１日現在） 

 

◆区内の認定こども園の数・定員 

 （令和６年４月１日現在） 

 

施設区分 施設数（か所） 定員（人） 

私立幼稚園 １８ 3,317 

区立幼稚園 ２ １６０ 

合計 ２０ 3,477 

施設区分 施設数（か所） 定員（人） 

認可保育所 93 7,403 

 
区立 10 972 

私立 83 6,431 

地域型保育事業 17 177 

 

家庭的保育事業 7 24 

小規模保育事業 9 152 

事業所内保育事業 0 0 

居宅訪問型保育事業 1 1 

認証保育所 7 212 

施設区分 
施設数 

（か所） 

定員（人） 

幼稚園的利用 保育園的利用 

幼保連携型認定こども園 ３ １１４ ２９５ 

幼稚園型認定こども園 １ １６５ ６６ 

保育所型認定こども園 １ ９ １００ 

合計 ５ ２８８ ４６１ 
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２ 子ども・子育て支援制度の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１…令和４年児童福祉法の改正により新たに追加された事業です。 

※２…令和６年子ども・子育て支援法の改正により新たに追加された事業です。 

※３…令和６年児童福祉法の改正により新たに追加された事業です。 

※４…令和６年子ども・子育て支援法の改正により新たに追加された事業ですが、経過措置期間があり 

ます。詳しくは、本計画Ｐ.60「（３）こども誰でも通園制度について」をご参照ください。 

 

１ 子どものための教育・保育給付 

◆施設型給付 

 施設型給付は、「認定こども園」「幼稚園」「認可保育所」が対象になり、以下の給付構成 

が基本になります。 

（１）満３歳以上の子どもに対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保 

育に対する給付 

（２）満３歳未満の子どもの保護者の就労時間等に応じた保育に対する給付 

子ども・子育て支援制度に基づく給付・事業 

２ 地域子ども・子育て支援事業 

〇利用者支援事業 

〇地域子育て支援拠点事業 

〇妊婦健康診査 

〇乳児家庭全戸訪問事業 

〇養育支援訪問事業及び子どもを守る地域 

ネットワーク機能強化事業 

〇子育て短期支援事業 

〇一時預かり事業 

〇子育て援助活動支援事業 

〇延長保育事業 

〇病児・病後児保育事業 

〇放課後児童健全育成事業(学童クラブ) 

〇多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

〇実費徴収に係る補足給付を行う事業 

〇子育て世帯訪問支援事業【新規※１】 

〇児童育成支援拠点事業【新規※１】 

〇親子関係形成支援事業【新規※１】 

〇産後ケア事業【新規※２】 

〇妊婦等包括相談支援事業【新規※３】 

〇乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) 

【新規※４】 

 

１ 子どものための教育・保育給付 

◆施設型給付 

 〇認定こども園 

 〇幼稚園 

 〇認可保育所 

 
◆地域型保育給付 

 〇小規模保育事業 

 〇家庭的保育事業 

 〇居宅訪問型保育事業 

 〇事業所内保育事業 

３ 子育てのための施設等利用給付 

幼稚園＜新制度未移行＞、認可外保育施設、 

預かり保育等の利用に係る支援 

４ 乳児等のための支援給付(こども 

誰でも通園制度)【新規※４】 

保育所等に通っていない子どもへの支援 
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◆地域型保育給付 

 地域型保育給付は、区が認可を行う以下の地域型保育事業が対象となります。 

 ・小規模保育事業…小規模な環境(定員６人以上１９人以下)で保育を実施する事業 

 ・家庭的保育事業…家庭的な雰囲気のもと、小規模(定員５人以下)で保育を実施する事業 

 ・居宅訪問型保育事業…病気や障害などの理由から、保育所等で集団保育が難しい場合に 

            保護者の自宅で１対１で保育を実施する事業 

 ・事業所内保育事業…事業所内の保育施設で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保

育する事業 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業 

  区市町村が地域の実情に応じ、子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業です。 

   

３ 子育てのための施設等利用給付 

令和元年１０月に開始した幼児教育・保育の無償化に伴い創設された給付制度です。幼

稚園(新制度未移行）、特別支援学校、預かり保育、認可外保育施設等(※)において、特定

教育・保育等を受けた場合に一定の利用料が給付されます。 

給付を受けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。 

 ※認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート事業 

 

４ 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度) 

保育所等に通っていない子どもへの支援を強化する観点から、現行の「１ 子どものた

めの教育・保育給付」とは別に、令和８年度より新たに創設される予定です。 

※４…詳しくは、本計画Ｐ.60「（３）こども誰でも通園制度について」をご参照ください。 

 

【区域の設定】 

 子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針により、区市町村は、量の見込みと確保方

策を設定する単位として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件および教育・

保育施設の整備状況等を勘案して、地域の実情に応じて、提供区域を定めることとされて

います。 

 中野区では区全域を１つの区域として、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業を提供します。 
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３ 需要見込みと確保方策 

（１）幼児期の教育・保育 

① 保育の必要性の認定区分 

 計画期間における幼児期の教育・保育の需要見込みと確保方策は、保育の必要性の

認定区分ごとに定めます。 

 

【保育の必要性の認定区分】 

 保育の必要性の認定区分は、子どもの保護者の申請を受けた区が客観的基準に基づ

き、以下の３つの区分で認定します。 

区分 利用施設 

１ 号 認 定 
３～５歳 

幼稚園等での教育を希望 認定こども園、幼稚園 

２ 号 認 定 
保育の必要性があり、保

育所等での保育を希望 

認定こども園、認可保育所 

３ 号 認 定 ０～２歳 
認定こども園、認可保育所、

地域型保育事業 

※ただし、３号認定は０歳と１～２歳に区分 

 

② 確保方策の考え方 

 幼児期の教育・保育の需要に対する必要な定員の確保に向けて、地域ごとの需要

に応じた私立認可保育所の整備、認可保育所等の柔軟な定員変更により、適正な定

員を確保することで待機児童数ゼロを維持するとともに、施設の類型を変更する教

育・保育施設を対象に必要な支援を行います。 
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③ 計画期間における新規確保方策(各年度４月１日時点の施設数) 

 

年 度 令和６年度（実績） 令和７年度 令和８年度 

確保方策の内容 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 

 

認定こども園 ２施設 ５施設 - ５施設 - ５施設 

幼 稚 園 ‐ ２０施設 ▲２施設 １８施設 ▲１施設 １７施設 

認 可 保 育 所 

認定こど

も園化 

▲２施設 

９３施設 - ９３施設 - ９３施設 

地域型保育事業 

小規模 

▲３施設 

家庭的 

▲１施設 

１７施設 - １７施設 - １７施設 

認証保育所等 - ７施設 - ７施設 - ７施設 

 

年 度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

確保方策の内容 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 

 

認定こども園 - ５施設 - ５施設 - ５施設 

幼 稚 園 - １７施設 ‐ １７施設 ‐ １７施設 

認 可 保 育 所 - ９３施設 - ９３施設 - ９３施設 

地域型保育事業 - １７施設 - １７施設 - １７施設 

認証保育所等 - ７施設 - ７施設 - ７施設 
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④ 認定区分ごとの需要見込みと確保方策（各年度４月１日時点） 

◆１号認定（満３歳以上で幼稚園及び認定こども園を利用） 

 

 （単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） １，９５８ １，７７１ １，５８７ １，３８４ １，２０６ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園、 

幼稚園（新制度 

移 行 ） ※ 

１,０３８ １，０３８ １，０３８ １，０３８ １，０３８ 

私立幼 稚 園 

（新制度未移行） 
２，４９７ ２，２８７ ２，２８７ ２，２８７ ２，２８７ 

合計（ｂ ） ３，５３５ ３，３２５ ３，３２５ ３，３２５ ３，３２５ 

過不足(ｂ)－（ａ） １，５７７ １，５５４ １，７３８ １，９４１ ２，１１９ 

※幼稚園（新制度移行）…区立幼稚園２園、私立幼稚園４園 

 

 

◆２号認定（満３歳以上で保育所及び認定こども園を利用） 

 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） ３，９５６ ３，９８９ ４，００３ ３，９３３ ３，８８７ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保育 所 
４，５９９ ４，５９９ ４，５９９ ４，５９９ ４，５９９ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
５２ ５２ ５２ ５２ ５２ 

合計（ｂ ） ４，６５１  ４，６５１ ４，６５１ ４，６５１ ４，６５１ 

過不足(ｂ)－（ａ） ６９５ ６６２ ６４８ ７１８ ７６４ 
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◆３号認定（満３歳未満で保育所、認定こども園及び地域型保育事業を利用） 

 

【０歳児】 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） ５２４ ５１３ ４９５ ４７５ ４６３ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保 育 所 
６５８ ６５８ ６５８ ６５８ ６５８ 

地域型保育事業 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
４４ ４４ ４４ ４４ ４４ 

合計（ｂ ） ７４２ ７４２ ７４２ ７４２ ７４２ 

過不足(ｂ)－（ａ） ２１８ ２２９ ２４７ ２６７ ２７９ 

 

【１歳児】 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） １，３６４ １，３５０ １，３５６ １，３４７ １，３３１ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保 育 所 
１，２５０ １，２５０ １，２５０ １，２５０ １，２５０ 

地域型保育事業 ６３ ６３ ６３ ６３ ６３ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
５１ ５１ ５１   ５１ ５１ 

合計（ｂ ） １，３６４ １，３６４ １，３６４ １，３６４ １，３６４ 

過不足(ｂ)－（ａ） ０ １４ ８ １７ ３３ 
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【２歳児】 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） １，４１３ １，３６０ １，３４３ １，３５４ １，３５１ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保 育 所 
１，３５７ １，３５７ １，３５７ １，３５７ １，３５７ 

地域型保育事業 ７３ ７３ ７３ ７３ ７３ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
６５ ６５ ６５ ６５ ６５ 

合計（ｂ ） １，４９５ １，４９５ １，４９５ １，４９５ １，４９５ 

過不足(ｂ)－（ａ） ８２ １３５ １５２ １４１ １４４ 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

 

①  利用者支援事業 ＜子育て支援課、育成活動推進課、子ども・若者相談課、すこ

やか福祉センター＞ 

【事業概要】 

子ども及びその保護者の身近な場所で、幼稚園、保育施設や地域の子育て支援事業

等の情報提供及び必要に応じ相談助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を

実施する事業です。 

 すこやか福祉センターでは、子育ての相談・助言を行うとともに、地域の子育て支

援事業の情報提供を行うなど、子育て家庭が状況に応じて必要なサービスを利用でき

るよう支援を行っています。また、保健師や助産師などが妊娠期から子育て期にわた

るまでの母子保健や育児に関する相談を行い、支援を必要とする妊産婦を早期に把握

し、支援プランを作成して母子保健サービスにつなげています。 

 区役所の子ども総合窓口では、保育所等の入園相談など各種手続に合わせて子育て

支援に係る情報提供を行うなど、子育て家庭のニーズに応じたサービスへつなげてい

ます。 

 令和７年度より、「中野区児童館運営・整備推進計画」（令和６年３月策定）に基づ

き、中学校区に１館配置する基幹型児童館で、当該事業を開始します。誰もが気軽に

相談できる体制を整え、身近な場所での相談や情報提供、助言等の必要な支援を行う

ことにより、ソーシャルワーク機能を効果的・効率的に実施します。また、児童館エ

リア内の地域住民や組織、学校等と連携を図るとともに、地域子ども施設の巡回・支

援を通じて子どもと子育て家庭の支援を強化します。 

子ども・若者支援センターでは、子どもと子育て家庭に対し、「どこに相談したら良

いのかわからない」時などに相談助言等を行い、必要に応じて関係機関に連絡調整を

行い、必要なサービスへつなげています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

子育て家庭の身近な地域で実施するため、基本型として地域の子育て・子育ちの拠

点である児童館９か所及び子ども・若者支援センター、基本型/こども家庭センター

型として妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援を行うすこやか福祉セン

ター４か所、特定型として区役所の子ども総合窓口で利用者支援事業を実施します。 

 なお、中学校区に１か所配置されている児童館９か所については、全ての子育て世

帯や子どもが、より身近に相談することのできる地域子育て相談機関として位置付け

ます。 
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（単位：箇所） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み １５ １５ １５ １５ １５ 

確 保 方 策 １５ １５ １５ １５ １５ 

 

基 本 型 10 10 10 10 10 

基 本 型 

こ ど も 家 庭 

セ ン タ ー 型 

４ ４ ４ ４ ４ 

特 定 型 １ １ １ １ １ 

 

（単位：箇所） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

確 保 方 策 

（地域子育て相談機関） 
９ ９ ９ ９ ９ 

 

 

②  地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業） ＜育成活動推進課＞ 

【事業概要】 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

子育てひろばは、「中野区子育てひろば事業実施要綱」に基づき、地域団体や社会福

祉法人等への委託により開設しているほか、児童館等でも実施しています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

将来人口推計や０歳～２歳児の在宅率を踏まえ、需要見込みを算出しています。 

乳幼児親子が利用しやすい身近な場所に展開するため、すこやか福祉センターのほ

か、児童館や保育所との併設などにより実施していきます。 

 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（人日） 192,041 178,695 166,191 154,203 143,783 

確保方策（箇所） 27 27 27 27 27 
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③  妊婦健康診査 ＜子育て支援課＞ 

【事業概要】 

妊婦の健康保持・増進及び経済的負担を軽減する事業です。妊婦に必要な健康診査

を医療機関への委託により実施しており、妊娠届の提出の際に母子健康手帳とともに

妊婦健康診査（１４回分）、妊婦超音波検査（４回分）、子宮頸がん検診（１回分）の

受診票を交付し、歯科健診（１回分）のご案内をしています。なお、妊婦健康診査に

ついて、多胎児を妊娠した方は、１４回分に加えさらに５回分、計１９回分の助成を

受けることができます。 

妊婦健康診査については、都外の医療機関等で里帰り出産をした場合は、償還払い

を実施しています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

これまでの事業実績に基づき妊娠届出者数を算出しています。将来人口推計におけ

る人口の伸び率及び事業実績における伸び率を勘案して需要を見込み、委託医療機関

等による検診を実施します。 

 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 

要 

見 

込 

み 

妊 娠 届 出 者 数 

    （人） 
2,496 2,453 2,411 2,369 2,328 

健康診査等回数 

（件） 
40,077 39,548 39,026 38,511 38,003 

確 保 方 策 

妊婦健康診査等受診票による受診 

受診後の償還払い（都外医療機関利用等） 

妊婦健康診査 14回（多胎児を妊娠した方は１４回に加え、さらに５

回の計 19回）、超音波検査 4回、子宮頸がん検診 1回 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

④  乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） ＜地域包括ケア推進課（す

こやか福祉センター）＞ 

【事業概要】 

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、養育環境の把握や子育て支援サ

ービスに関する情報提供を行うとともに、個別のプランを作成しています。 

区から委託を受けた訪問指導員やすこやか福祉センター職員が訪問し、家庭の状況、

様々な不安や悩み、健康状態等を把握するとともに、子育てに関する相談や情報提供

を行います。    

また、訪問において継続的な支援の必要性が認められた場合は、すこやか福祉セン

ター等の専門職員が専門的なフォローアップを実施し、相談や助言、伴走型支援を行

い、必要に応じて適切な子育て支援サービスにつなげています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

 将来人口推計における０歳児の人口を需要見込みとしています。訪問指導員やすこ

やか福祉センター職員における全戸訪問を実施します。 

 

（単位：人） 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 1,979 1,935 1,863 1,785 1,737 

確 保 方 策 

①実施体制 

区職員、訪問指導員（看護師、助産師、保健師） 

②実施機関 

各すこやか福祉センター 
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⑤  養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要

保護児童等の支援に資する事業） ＜子ども・若者相談課、地域包括ケア推進課

（すこやか福祉センター）＞ 

【事業概要】 

（１）養育支援訪問事業 ＜地域包括ケア推進課（すこやか福祉センター）＞ 

 養育支援が特に必要な家庭を訪問し、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させ

るための支援を実施する事業です。乳児家庭全戸訪問事業等で特に養育支援の必要が

認められる家庭について、すこやか福祉センターの保健師による訪問相談を行います。 

（２）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 ＜子ども・若者相談課＞ 

要保護児童等の適切な保護を図るために、関係機関が必要な情報を共有し、支援の

内容に関する協議や進行管理を行う事業です。虐待を受けている子どもをはじめとす

る要保護児童の早期発見や適切な保護のため、「中野区要保護児童対策地域協議会」

を設置し、関係機関との連携や情報共有を図るとともに、個別ケース検討会議等を開

催し、具体的な支援を検討・実施しています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

（１）養育支援訪問事業 ＜地域包括ケア推進課（すこやか福祉センター）＞ 

これまでの事業実績及び将来人口推計における０歳児の人口を踏まえ、需要見込み

を算出しています。すこやか福祉センターにおける乳児家庭全戸訪問事業や、関係機関

との連携を通して、支援を必要とする家庭を漏れなく把握し、必要な家庭に対しすこや

か福祉センターの保健師等による訪問支援を行います。  

 

（単位：人日） 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み ２８８ ２８２ ２７１ ２６０ ２５２ 

確 保 方 策 

① 養育支援が必要な家庭の把握 

乳児家庭全戸訪問事業、関係機関との連携 

② 訪問相談 

保健師等の訪問による助言、経過観察 
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（２）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 ＜子ども・若者相談課＞ 

要保護児童サポート会議及び個別ケース検討会議等を開催し、きめ細かな要保護児

童対策を推進します。特に虐待ケースについての進行管理を行い、適切な支援につな

げます。 

 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

実 施 体 制 

代表者会議・・・原則年１回開催 

要保護児童サポート会議・・・必要に応じて随時開催 

個別ケース検討会議・・・必要に応じて随時開催 

実務者研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

⑥  子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業） ＜子ども・若者相談課＞ 

【事業概要】 

保護者が、入院や出張・親族の看護、育児不安や育児疲れなどにより一時的に子ど

もの養育ができない場合、または子どもが自ら希望した場合に、児童福祉施設等にお

いて宿泊を伴う養育を行う事業です。 

区が委託した乳児院（０歳以上３歳未満）と母子生活支援施設（３歳から中学校３

年生まで）の２施設で実施しています。また、区が認定したショートステイ協力家庭

の居宅（３歳から１８歳未満）において、宿泊を伴う養育を行う事業を実施していま

す。 

 

【需要見込みと確保方策】 

令和７年度以降、子どもにとっても楽しく成長できる場所であり、保護者にとって

も躊躇なく安心して預けることができるよう、新たに事業者を誘致し、事業実施場所

を１か所拡充する予定です。また、利用手続の簡素化により利便性の向上を図ります。

需要見込みについては、第３期の計画策定のためのニーズ調査（令和５年度実施）の

利用意向状況及びこれまでの事業実績に基づくとともに、実施場所や利用要件の拡充

及び手続の簡素化による潜在的なニーズを勘案して算出しています。子どもショート

ステイ事業を希望する全ての家庭が利用できるよう、確保方策を設定しています。 

 

（単位：人日） 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み 1,364 2,179 2,658 3,075 3,075 

確 保 方 策 2,992 3,722 3,722 3,722 3,722 
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⑦  幼稚園における一時預かり事業（幼稚園における延長保育事業） ＜保育園・幼

稚園課＞ 

【事業概要】 

 通常の教育時間の前後や長期休業期間中において幼稚園の在園児を対象に一時的

に預かる事業です。 

 幼稚園型一時預かり事業を区内９園で実施しているほか、私立幼稚園１３園で預か

り保育を実施しています。また、私立幼稚園への補助を行い、預かり保育を推進して

います。 

 

【需要見込みと確保方策】 

第３期の計画策定のためのニーズ調査（令和５年度実施）の利用意向率から需要見

込みを算出しています。一時預かり事業を希望する全ての幼稚園家庭が利用できるよ

う、確保方策は需要見込み数としています。 

 

（単位：人日） 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 90,972 88,603 85,988 81,789 78,343 

確 保 方 策 90,972 88,603 85,988 81,789 78,343 
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⑧  一時預かり事業（一時保育、短期特例保育）、子育て短期支援事業（トワイライ

トステイ事業）、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート事業） ＜子育

て支援課、子ども・若者相談課＞ 

【事業概要】 

（１）一時保育、短期特例保育 ＜子育て支援課＞ 

  小学校就学前までの乳幼児を養育している保護者が、仕事やリフレッシュ、通院

などの一時的な用事や休養などの場合に、保護者に代わって日中の保育を保育施設

等において行う事業です。 

 一時保育専用室がある保育施設等において実施しているほか、区立保育園では、

定員に空きがある場合にも一時保育を実施しています。 

（２）トワイライトステイ事業 ＜子ども・若者相談課＞ 

  保護者が仕事、病気などの理由により夜間の時間帯において、３歳から小学校６

年生までの子どもの養育が一時的に困難な場合に児童福祉施設で預かる事業です。

母子生活支援施設で実施しています。 

（３）ファミリー・サポート事業 ＜子育て支援課＞ 

  子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助をしたい方（協力会員）

が会員になり、仕事や急な用事等で、保育施設、幼稚園、学童クラブ等への送迎な

どの子どもの世話ができない時に、会員同士が助け合いながら子育てをする相互援

助活動に関する連絡・調整等を行う事業です。 

  区では、中野区社会福祉協議会に委託して実施しています。 
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【需要見込みと確保方策】 

 第３期の計画策定のためのニーズ調査（令和５年度実施）の利用意向率から需要見

込みを算出しています。 

 一時保育の確保方策は、私立保育園のうち、定員や保育室に余裕のある園に対し、

環境整備や事業経費の補助やその他の支援を行うことで、実施園を数か所拡充する予

定であり、保育施設等の延べ定員数としています。また、手続の簡素化について、検

討していきます。トワイライトステイ事業の確保方策は、母子生活支援施設等の延べ

定員数、ファミリー・サポート事業の確保方策はこれまでの実績をもとに算出してい

ますが、より多くの方に会員になってもらえるような取組にも力を入れていきます。     

 

（１） 一時保育、ファミリー・サポート（未就学児）、トワイライトステイ事業 

（単位：人日） 

 

（２） ファミリー・サポート（就学児童） 

（単位：人日） 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 878 878 878 878 878 

確 保 方 策 878 878 878 878 878 

 

 

 

 

 

 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 25,316 23,597 22,562 22,403 21,954 

確 保 方 策 25,710 26,085 26,085 26,085 26,085 

 

一 時 保 育 21,453 21,828 21,828 21,828 21,828 

ファミリー・サポート 

事業（未就学児童） 
3,964 3,964 3,964 3,964 3,964 

トワイライトステイ事業 ２９３ ２９３ ２９３ ２９３ ２９３ 
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⑨  延長保育事業 ＜保育園・幼稚園課＞ 

【事業概要】 

 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外に保育施設で保育を実施す

る事業です。 

 認可保育所全園で実施しているほか、認定こども園や小規模保育事業所等で実施し

ています。認証保育所は全園で１３時間保育を実施しています。 

  

【需要見込みと確保方策】 

将来人口推計やこれまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。延長保

育を希望する家庭が全て受け入れられるよう、確保方策数を設定しています。 

（単位：人日） 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 1,065 1,028 ９９５ ９５４ ９１８ 

確 保 方 策 2,849 2,８49 2,849 2,849 2,849 
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⑩ 病児・病後児保育事業 ＜子育て支援課＞ 

【事業概要】 

 病児（回復期に至っていない）、病後児（回復期にある）を一時的に預かることによ

り、子育てと就労の両立を支援する事業です。 

 病児保育事業は病院１か所で実施しており、満１歳の子どもから利用できます。 

 病後児保育事業は保育施設及び乳児院の２か所で実施しており、生後６か月の子ど

もから利用できます。 

 さらに、生後６か月から小学校６年生までの子どもについて、ファミリー・サポー

ト事業において病児対応（特別援助活動）を実施しています。 

 

【需要見込みと確保方策】  

 地域偏在を解消するため、令和７年度以降、中部・南部地域に病児保育施設を１か

所拡充する予定です。また、利用状況を鑑みつつ計画期間内でさらなる病児・病後児

保育施設の拡充を図るかどうかについて検討していきます。また、手続の簡素化につ

いても進めていきます。需要見込みについては、これまでの事業実績に基づくととも

に、事業拡充や手続の簡素化に伴う利便性の向上による潜在的なニーズを勘案して算

出しています。病児・病後児保育の確保方策は実施施設（予定含む）の定員数から、

ファミリー・サポート事業の確保方策はこれまでの実績をもとに算出しています。 

 

（単位：人日） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 3,527 3,523 3,525 3,497 3,485 

確 保 方 策 3,886 4,258 4,258 4,258 4,258 

 

病児・病後児保育 3,742 4,114 4,114 4,114 4,114 

ファミリー・サポート 

事業（病児対応） 
１４４ 144 144 144 144 
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⑪ －１ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） ＜育成活動推進課＞ 

【事業概要】 

 保護者の就労等で放課後に適切な保護を受けられない児童が安全・安心に過ごせる

よう見守り、遊びや活動などを通じてすこやかに成長できるよう支援する事業です。

小学校４年生から６年生は特別な支援が必要な児童を受け入れていますが、キッズ・

プラザや放課後子ども教室推進事業において、全ての小学生を対象に受け入れていま

す。 

 

【需要見込みと確保方策】 

 将来人口推計や現在の需要数を踏まえ、需要見込みを算出しています。小学校の改

築等に合わせて学校内にキッズ・プラザ併設学童クラブの整備を進めます。キッズ・

プラザ併設学童クラブを整備済みの小学校区については、児童館内学童クラブを縮

小・廃止していくことが原則ですが、待機児童の発生が予測される場合は、児童館内

学童クラブの運営を暫定的に継続します。 

また、中長期的に待機児童の発生が見込まれる場合は、特色ある民間学童クラブの

新規開設や暫定的な定員拡充を行うなど、必要な面積及び人員、環境等を確保します。 

 なお、障害等により特に保育の必要性が高い児童数が見込みより増加した場合でも、

需要見込みを上回る確保方策の実施を予定しているため、学童クラブを利用すること

ができる見込みです。 
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（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 2,432 2,401 2,354 2,269 2,225 

 

低 学 年 2,414 2,383 2,336 2,251 2,207 

高 学 年 18 18 18 18 18 

 

う ち 、 障 害 等 に 

より特に保育の必 

要性が高い児童 

18 18 18 18 18 

確 保 方 策 2,520 2,520 2,５67 2,５９６ 2,596 

学 童 ク ラ ブ 

開 設 数 推 移 

（ 箇 所 ） 

1 ▲1 ０ 1 ０ 

※令和７年度  南台小学校内新設 

令和８年度末 中野本郷学童クラブ(宮の台児童館内)廃止 

令和９年度  中野本郷小学校内新設 

かみさぎ学童クラブ(かみさぎ児童館内)廃止 

令和１０年度 上鷺宮小学校内新設、平和の森小学校内新設 

平和の森学童クラブ(野方児童館内)廃止 
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⑪ －２ キッズ・プラザ事業、放課後子ども教室推進事業 ＜育成活動推進課＞ 

【事業概要】 

 全ての児童の放課後の居場所を確保するために、小学生がのびのびと学年を超えて

交流し、豊かな体験ができる「放課後の子どもたちの安全・安心な遊び場」として小

学校内でキッズ・プラザ事業を実施しています。キッズ・プラザでは日常的に子ども

の声を聴き、子どもの意見を取り入れた運営を行います。 

 また、放課後や学校の休業日に小学校などを活用した放課後子ども教室推進事業を

区民団体への委託により実施しています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

 これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。キッズ・プラザについ

ては、学校施設の改築に合わせ、全ての小学校へ設置するため、未設置校への整備を

進めていきます。放課後子ども教室推進事業についても地域の子育て支援関係団体等

へ幅広く周知を行うなど、実施箇所を増やすとともに、内容の充実を図っていきます。

また、放課後の居場所・過ごし方パンフレットや放課後子ども教室パンフレットを学

校や地域に配布するなど制度周知に努めていきます。 

 

キッズ・プラザ事業 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（人日） 400,764 400,764 458,016 486,642 486,642 

確保方策（箇所） 14 14 １５ 17 17 

 ※令和７年度  南台小学校内新設 

  令和９年度  中野本郷小学校内新設 

  令和１０年度 上鷺宮小学校内新設、平和の森小学校内新設 

   

 

放課後子ども教室推進事業 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（人日） 13,924 14,379 14,091 14,394 14,688 

確保方策（か所） 19 20 20 21 22 
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⑫ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 ＜保育園・幼稚園課＞ 

【事業概要】 

 新規参入事業者が事業を円滑に運営していくことができるよう、施設等への巡回支

援を行い、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図ります。 

 新規参入事業者に対する、事業実施に関する継続的な相談・助言等の支援や地域型

保育事業の連携施設のあっせん等を実施します。 

 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実 施 体 制 
① 巡回支援（保育士、看護師、栄養士） 

② 会計処理に対する指導 

 

 

⑬  実費徴収に係る補足給付を行う事業 ＜保育園・幼稚園課＞ 

【事業概要】 

 支給認定保護者の世帯所得の状況等を勘案して、幼稚園、保育施設に対して保護者

が支払うべき費用の一部を助成することにより、保護者の負担軽減を図る事業です。 

 

【需要見込みと確保方策】 

 これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。新制度に移行していな

い幼稚園に通う子どもの副食費（おかず、おやつ代など）について、保護者の世帯所

得の状況等により助成を行います。 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 176 165 154 144 135 

確 保 方 策 

① 助成対象 

新制度に移行していない幼稚園に通う低所得世帯の子ども及び第３子

以降の子ども 

② 助成対象経費 

副食費相当額 
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⑭  子育て世帯訪問支援事業  ＜子ども・若者相談課、地域包括ケア推進課（すこ

やか福祉センター）＞ 

【事業概要】 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、保護者の育児家事等の養育能力を向上させる

ための支援を実施する事業です。養育支援の必要が認められる家庭について、養育支

援ヘルパー派遣事業及び産前家事支援事業を実施しています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

これまでの事業実績に基づき需要見込みを算出しています。養育支援ヘルパー派遣

事業及び産前家事支援事業を希望する全ての家庭が利用できるよう確保方策数を設

定しています。 

（単位：人回） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 1,380 1,777 2,173 2,570 2,968 

 

養育支援ヘルパー 

派 遣 事 業 
1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 

産 前 家 事 

支 援 事 業 
180 177 173 170 168 

確 保 方 策 2,604 2,600 2,889 2,884 3,173 

 

養育支援ヘルパー 

派 遣 事 業 
2,344 2,344 2,637 2,637 2,930 

産 前 家 事 

支 援 事 業 
260 256 252 247 243 

 

⑮  児童育成支援拠点事業 ＜子ども・若者相談課＞ 

【事業概要】 

養育環境等に課題を抱え、家庭や学校に居場所がない児童等が安心して過ごせる環

境を整備し、生活習慣や学習のサポート、相談支援、食事の提供等を行うとともに、

個々の状況に応じた支援を包括的に実施する事業です。 

 

【需要見込みと確保方策】 

既に区で同類の様々な事業を実施していますが、包括的な実施の必要性等について、

今後、国及び他自治体の状況を注視し検討します。 
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⑯  親子関係形成支援事業 ＜児童福祉課、地域包括ケア推進課（すこやか福祉セ

ンター）＞ 

【事業概要】 

子どもとの関わりや子育ての悩み・不安を抱えた保護者が、親子の関係性や発達に

応じた児童との関わり方等の知識や方法を身につけるため、保護者に対してグループ

ワークやペアレント・トレーニングを実施するとともに、保護者同士が相互の悩みを

共有、情報交換できる場を設けることで、健全な親子関係の形成に向けた支援を行い

ます。 

 

【需要見込みと確保方策】 

児童相談所及びこども家庭センター（すこやか福祉センター）が関わる保護者のう

ち、子どもとの関わり方についてのペアレント・トレーニング等への継続参加が可能

である方を対象とします。実施にあたっては、職員スキルの醸成が必要です。児童相

談所とこども家庭センター（すこやか福祉センター）の心理職等の専門職が連携して

段階的に実施し、地域での展開をめざします。計画期間中は実施可能数＝需要数と見

込み、利用の動向、効果等を把握します。 

 

（単位：家庭） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み ２０ ２０ ２０ ４０ ４０ 

確 保 方 策 ２０ ２０ ２０ ４０ ４０ 
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⑰ 産後ケア事業 ＜地域包括ケア推進課（すこやか福祉センター）＞ 

【事業概要】 

産婦及び乳児を対象に、心身ケア、育児支援、その他必要な支援を行う事業を民間

事業者（助産院・病院・クリニック等）に委託し、事業を実施しています。ショート

ステイ、デイケア、アウトリーチの３事業の合計で上限の範囲であれば、ニーズに応

じて事業を利用することが可能です。また、早産等の産婦には利用期間の延長、多胎

児を持つ産婦には利用時間・日数の拡充などを行っています。 

（１）ショートステイ（宿泊型） 

 出産後満５か月になる前日までの産婦と乳児を対象とし、助産院等において宿泊を

しながら産婦の心身のケア及び育児指導等を実施しています。 

（２）デイケア（通所型） 

 出産後満７か月になる前日までの産婦と乳児を対象とし、助産院等への日帰り利用

により、上記のショートステイと同様の支援を行っています。 

（３）アウトリーチ（訪問型） 

 出産後満１歳になる前日までの産婦と乳児を対象に、助産師が自宅を訪問して産婦

への心身のケア及び乳児の育児指導等を実施しています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

これまでの事業実績に基づき、伸び率を勘案して需要を見込み、民間委託事業者 

（助産所・病院・クリニック等）により事業を実施します。 

（単位：人日） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需 要 見 込 み 10,533 12,305 14,549 17,426 21,154 

確 保 方 策 12,085 14,101 16,637 19,866 24,016 

 

ショートステイ 

（ 宿 泊 ） 
4,745 4,935 5,132 5,337 5,551 

デ イ ケ ア 

（ 日 帰 り ） 
6,201 7,503 9,078 10,985 13,291 

アウトリーチ 

（助産師訪問） 
1,139 1,663 2,427 3,544 5,174 
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⑱ 妊婦等包括相談支援事業 ＜地域包括ケア推進課（すこやか福祉センター）＞ 

【事業概要】 

妊産婦等を対象とし、出産後も含めて面接等を実施します。 

 妊娠２０週以降の妊婦を対象とした面接では、助産師、保健師等が面接を行い、個

別にプランを作成し、妊娠・出産・子育てに関する情報や産前・産後の事業やサービ

スに繋げるとともに、相談窓口を分かりやすく提供し、先を見越した子育てができる

ように支援を行います。なお、体調不良や急な里帰りなど、必要に応じてオンライン

での面接を行います。 

 また、妊娠３２週を目安に助産師、保健師等が妊婦の体調や産後の支援状況などを

電話で確認し、必要に応じた情報提供を行っています。  

 産後には、こんにちは赤ちゃん訪問にて、家庭の状況、様々な不安や悩み、健康状

態等を把握するとともに、子育てに関する相談や情報提供を行っています。 

 

【需要見込みと確保方策】 

妊娠届出数の推移を需要見込みとしています。妊産期相談支援事業の従事者(助産

師、保健師等）訪問指導員やすこやか福祉センター職員が、面接等を行います。 

 

（単位：回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み 7,488 7,359 7,233 7,107 6,984 

確 保 方 策 

① 実施体制 

区職員、妊産期相談支援事業従事者、訪問指導員（助産師、保健師、看

護師） 

② 実施機関 

各すこやか福祉センター 
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（３）こども誰でも通園制度 

 令和６年子ども・子育て支援法改正により、地域子ども・子育て支援事業として、

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が新たに創設され、令和７年４月から

施行されます。令和８年度には同法に基づく新たな給付制度として、「乳児等のため

の支援給付」として位置づけされることとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年７月３１日こども家庭庁発出 

「こども誰でも通園制度に関するオンライン自治体説明会」資料より抜粋 

 

【事業概要】 

 国では、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するととも

に、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での

支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能

枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付（こども誰

でも通園制度）を創設することが検討されています。 

中野区では、国が目指す令和８年度の本格実施に先駆けて、令和７年度に本制度を

試行的に実施し、課題や効果の検証を行います。令和８年度以降は国の動向を注視し、

必要に応じて実施内容の見直し等を検討します。 
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【需要見込みと確保方策】 

 国の指針に基づき需要見込みを算出しています。こども誰でも通園制度の利用を希

望する全ての家庭が利用できるよう、確保方策は需要見込み数としています。 

 

（単位：人日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み ３７ ３４ ３０ ９１ ８３ 

 

０ 歳 児 １４ １４ １３ ４１ ４０ 

１ 歳 児 １２ １０ ９ ２６ ２３ 

２ 歳 児 １１ １０ ８ ２４ ２０ 

確 保 方 策 ３７ ３４ ３０ ９１ ８３ 

 

０ 歳 児 １４ １４ １３ ４１ ４０ 

１ 歳 児 １２ １０ ９ ２６ ２３ 

２ 歳 児 １１ １０ ８ ２４ ２０ 
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第４節  計画の推進 
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１ 計画の推進体制 

（１）子ども政策の総合的な推進 

区は本計画に基づき適切に事業を実施し、全ての子どもと子育て家庭への支援充

実を目指します。本計画は令和５年３月に策定した「中野区子ども総合計画」に包

含された計画となっており、子ども総合計画の一部として、子ども総合計画に包含

されている他の法定計画と一体的に施策を進めることで、子ども政策を総合的に推

進していきます。 

 

（２）区の推進体制の整備 

令和５年４月のこども家庭庁の設置を踏まえて、区の組織体制を強化し、より一

層組織横断的に取組を進めていきます。また、職員一人ひとりが子どもの権利につ

いての理解を深め、子どもの声を聴いて施策を進める意識を高めることができるよ

う、様々な職種や職層を対象とした子どもの権利に関する研修を実施するなど、区

全体で子どもの権利を基盤とした取組を推進します。 

 

（３）子ども・若者の区政参加の促進 

計画の推進にあたって、区は「子ども会議」をはじめ、幅広く、多様な背景を持

つ子ども・若者から意見を聴き、その意見が施策に反映されるよう努めます。また、

各事業の実施にあたり、可能な限り子ども・若者が参加する機会を設け、区政運営

への子ども・若者の参加促進を図ります。 

なお、本計画の策定にあたっては、子ども向けの意見交換会を実施し、子どもの

意見を聴いて各事業について検討しました。引き続き、区政運営への子ども・若者

の参加促進を図ります。 

 

（４）地域や関係機関等との連携・協働 

子どもの育ちを地域全体で支え、子どもの権利を保障するまちにしていくために

は、行政の力だけではなく、地域や関係機関等との連携・協働が不可欠です。地域

の子育て支援団体、NPO 法人、企業などと協力し、またその活動を支援するととも

に、連携を深めるため、ネットワークを構築していきます。 

また、区に関わる全ての人に対し、「中野区子どもの権利に関する条例」の理解促

進を図るとともに、計画の理念や考え方を地域全体で共有し、地域が一体となって

子どもの権利保障の視点から計画を推進していきます。 
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（５）各事業の広報・周知の実施 

  区ホームページや区報をはじめとした情報発信を行うほか、子育て支援ハンドブ

ック「おひるね」では、目的別に必要に応じた情報が取得できるよう定期的に更新

します。また、ＬＩＮＥやＸなどのＳＮＳの活用や、効果的に情報を得られる動画

による情報発信など、子育て家庭のニーズに合わせた媒体を活用することで、各事

業の広報・周知を実施します。 

 

２ 計画の点検・評価 

（１）計画の点検・評価の実施 

   区は、毎年度、各事業の実施状況や、成果指標の進捗状況等について、「中野区

子ども・子育て会議」に意見を聴き、事業実績として取りまとめます。取りまとめ

た事業実績を踏まえ、取組の推進やＰＤＣＡサイクルに基づき改善を図ります。ま

た、事業実績については区ホームページに掲載するなど、広く区民に公表します。 

また、「中野区子ども・子育て会議」をはじめ、地域や関係機関等から意見を聴取

し、子ども・子育て支援施策を実施してきました。今後も、子どもと子育て家庭の

実情を踏まえて、各事業における手続の簡素化などを検討していきます。 

  

  （２）子どもの権利の視点に基づいた点検・評価 

(１)での点検・評価に加え、各事業の取組内容について、「中野区子どもの権利委

員会」において子どもの権利の視点に基づいた検証を行います。検証にあたっては、

成果指標などの数値目標の達成状況ではなく、子どもに関する取組について、子ど

も自身がどのように感じているかヒアリング形式などの定性的な評価を行います。

区は、これらの結果を踏まえ、事業の推進や改善を図ります。 
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〇 中野区子ども・子育て会議条例 
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中野区子ども・子育て会議条例 

平成２５年６月１７日 

条例第３９号 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第 72

条第１項の規定に基づき、中野区子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」

という。）を置く。 

（令５条例１８・一部改正） 

（所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項をつかさどる。 

(1) 法第７２条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項について意見を述べること。 

（令５条例１８・一部改正） 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内をもって組織し、次に掲げる者のう

ちから区長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 中野区内において法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業

の運営に携わる者 

(3) 中野区内の法第７条第４項に規定する教育・保育施設を利用する子どもの保護

者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が学識経験者の委員のうちから選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができ

ない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき
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は、会長の決するところによる。 

（会議の公開） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、公開とする。ただし、特に必要があると認め

るときは、非公開とすることができる。 

（臨時委員） 

第７条 区長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、第３条第１項

に規定する委員のほかに、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議の内容を勘案し、適当と認める者のうち

から区長が委嘱する。 

３ 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項の調査審議が終了した日までと

する。 

（部会） 

第８条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、会長が指名する部会員がそ

の職務を代理する。 

６ 第５条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「子

ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」

とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。 

（委員等以外の者の出席等） 

第９条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外

の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。前条に規定する部会につ

いても、同様とする。 

（庶務） 

第１０条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども教育部において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初の子ども・子育

て会議は、区長が招集する。 

附 則（令和５年３月２０日条例第１８号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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